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専
守
防
衛
か
ら
台
湾
有
事
へ 

日
本
国
憲
法
下
の
防
衛
政
策
の
基
本
は
、
「
専
守
防
衛
」
で
し

た
。
「
専
守
防
衛
」
と
は
、
「
相
手
か
ら
武
力
攻
撃
を
受
け
た
と 

き
に
、
は
じ
め
て
防

衛
力
を
行
使
し
、
そ

の
態
様
も
自
衛
の
た

め
の
必
要
最
小
限
に

と
ど
め
、
ま
た
、
保

持
す
る
防
衛
力
も
自

衛
の
た
め
の
必
要
最

小
限
の
も
の
に
限
る

な
ど
、
憲
法
の
精
神

に
則
っ
た
受
動
的
な

防
衛
戦
略
の
姿
勢
を

い
う
」
と
定
義
さ
れ

て
い
ま
す
（
防
衛
省

「
憲
法
と
防
衛
政
策 

   

  

基
本
」）。
そ
れ
が
、
安
倍
政
権
に
よ
る
憲
法
違
反
の
集
団
的
自
衛

権
行
使
容
認
と
、
安
保
法
制
で
、
制
度
的
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、

「
存
立
危
機
事
態
」
に
他
国
の
戦
争
に
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
し
た
。 

今
回
の
岸
田
政
権
に
よ
る
「
安
保
三
文
書
」
（
「
国
家
安
全
保

障
戦
略
」「
国
家
防
衛
戦
略
」「
防
衛
力
整
備
計
画
」）
で
は
、
自

衛
隊
が
米
軍
の
ミ
サ
イ
ル
戦
略
を
補
完
し
、
ま
だ
日
本
の
領
域
が

攻
め
ら
れ
て
い
な
い
う
ち
に
、
先
手
を
と
っ
て
、
米
軍
が
考
え
る

台
湾
を
防
衛
す
る
戦
争
に
加
わ
る
こ
と
が
準
備
さ
れ
て
い
ま
す
。 

２
０
２
３
年
１
月
の
日
米
外
務
・
防
衛
両
大
臣
の
２
プ
ラ
ス

２
共
同
発
表
で
は
、
「
南
西
諸
島
を
含
む
日
本
全
国
で
日
米
の
基

地
の
共
同
使
用
を
拡
大
」
す
る
こ
と
、
「
空
港
や
港
湾
の
使
用
を

進
め
る
」
こ
と
、
東
神
奈
川
に
あ
る
「
横
浜
ノ
ー
ス
ド
ッ
ク
」
に

米
軍
小
型
揚
陸
艇
部
隊
を
新
編
す
る
こ
と
な
ど
が
合
意
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
５
年
間
43
兆
円
、
後
年
度
負
担
を
含
め
る
と
60

兆
円
も
の
大
軍
拡
を
行
い
、
43
兆
円
の
う
ち
の
最
大
の
15
兆
円

を
充
て
て
、
弾
薬
や
装
備
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
全
国
約
３
０

沖縄の島々を含む、南西諸島の軍事要塞化 
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０
の
自
衛
隊
基
地
に
つ
い
て
、
地
下
指
令
部
化
や
Ｃ
Ｂ
Ｒ
Ｎ
Ｅ

（
化
学
・
生
物
・
放
射
能
・
核
・
爆
発
）
攻
撃
対
策
を
行
い
、
国

内
で
の
戦
闘
に
お
い
て
「
持
続
性
・
強
靭
性
」
を
高
め
る
計
画
と

な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
全
土
が
戦
場
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
台
湾
有
事
」
と
は
、
米
軍
が
想
定
し
た
中
国
と
台
湾
の
戦
争
の

こ
と
で
す
。
日
本
に
と
っ
て
は
全
土
を
戦
場
と
す
る
よ
う
な
、
国

と
国
民
の
生
存
を
か
け
た
全
面
戦
争
と
な
り
ま
す
。 

ア
メ
リ
カ
の
「
台
湾
有
事
」
戦
略
で
は
、
中
国
は
台
湾
に
侵

攻
す
る
場
合
は
近
く
の
日
本
の
島
々
を
攻
撃
す
る
と
し
て
、
米
軍

は
南
西
諸
島
の
日
本
に
よ
る
軍
事
化
を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
た
め

に
日
本
政
府
は
尖
閣
諸
島
を
含
め
た
南
西
諸
島
の
島
嶼
（
と
う
し

ょ
）
防
衛
を
名
目
に
、
６
年
計
画
で
陸
自
ミ
サ
イ
ル
基
地
建
設
計

画
を
策
定
し
て
島
々
に
基
地
を
建
設
し
て
き
た
の
で
す
。 

22
年
は
、
最
終
仕
上
げ
と
し
て
日
米
共
同
総
合
演
習
「
キ
ー

ン
・
ソ
ー
ド
23
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
国
土
が
戦
場
に
な

る
想
定
に
対
し
て
、
政
府
や
国
民
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ
て
い

な
い
こ
と
は
極
め
て
深
刻
な
問
題
で
す
。 

国
民
の
大
多
数
、
私
た
ち
政
治
家
の
多
く
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
の
衝
撃
か
ら
軍
拡
を
当
然
の
こ
と
と
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、

「
台
湾
有
事
に
な
っ
て
も
台
湾
や
南
西
諸
島
、
沖
縄
周
辺
で
収
ま

り
、
多
く
の
人
々
に
は
関
係
な
く
、
ま
し
て
や
日
本
全
土
が
戦
場

に
な
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
」
と
信
じ
込
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
安
保
三
文
書
」
で
は
日
本
を
戦
場
に
す
る
事
態
も
想
定
さ
れ
て

お
り
、
日
本
や
台
湾
が
戦
場
に
な
る
こ
と
を
深
刻
に
受
け
と
め
て
、

日
本
政
府
の
暴
走
を
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

沖
縄
の
視
点
か
ら 

78
年
前
、
一
般
住
民
を
巻
き
込
ん
だ
３
ヵ
月
に
及
ぶ
沖
縄
戦

で
は
、
毎
日
２
２
０
０
人
以
上
の
人
々
が
亡
く
な
り
、
全
体
で

20
万
人
以
上
が
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
沖
縄
戦
の
経
験
は

「
戦
争
を
起
こ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
命
ど
ぅ
宝
」
の

教
訓
を
沖
縄
県
民
の
心
に
深
く
刻
み
こ
ま
せ
て
い
ま
す
。 

岸
田
政
権
の
安
保
三
文
書
に
よ
る
大
軍
拡
は
「
沖
縄
が
ふ
た

た
び
戦
場
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
大
き
な
危
機
感
を
沖
縄

県
民
に
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。 

沖
縄
県
で
は
岸
田
軍
拡
・
安
保
三
文
書
に
抗
議
す
る
動
き
は
、

こ
れ
ま
で
の
労
働
団
体
や
政
党
・
民
主
団
体
の
平
和
集
会
や
平
和

行
進
だ
け
で
な
く
、
各
地
の
市
民
団
体
や
有
志
の
方
々
に
よ
る
取

り
組
み
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。 

23
年
５
月
の
平
和
集
会
で
は
、「
私
た
ち
の
願
い
は
一
つ
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
も
、
戦
争
の
な
い
平
和
な
世

界
を
残
す
こ
と
で
す
」
と
の
決
意
が
示
さ
れ
ま
し
た
。 

軍
事
力
で
な
く
、
対
話
で
の
平
和
構
築
を
求
め
て
い
く
こ
と

を
誓
い
ま
し
た
。
沖
縄
県
の
慰
霊
の
日
で
も
あ
る
23
年
６
月
23
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日
、
沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式
で
は
玉
城
デ
ニ
ー
知
事
が
「
二
度
と

沖
縄
を
戦
場
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
決
意
を
語
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
沖
縄
で
は
岸
田
軍
拡
、
安
保
三
文
書
へ
の
抗
議
の
声

が
拡
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

岸
田
軍
拡
と
安
保
三
文
書 

故
・
安
倍
元
首
相
は
13
年
９
月
25
日
、
国
連
総
会
で
訪
れ
た

米
国
で
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
」
の
検
討
と
南
西
諸
島
の

軍
事
化
を
約
束
し
て
帰
国
し
ま
し
た
。
14
年
７
月
１
日
に
「
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
は

可
能
」
と
す
る
憲
法
解

釈
変
更
の
閣
議
決
定
を

行
い
、
15
年
９
月
19

日
に
国
会
で
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
を
可
能
と

す
る
安
保
法
制
を
強
引

に
成
立
さ
せ
ま
し
た
。 

23
年
１
月
23
日
、

国
会
開
会
日
の
施
政
方

針
演
説
で
岸
田
首
相
は

冒
頭
、
大
軍
事
化
を
打

ち
だ
し
ま
し
た
。
そ
の

根
拠
に
し
た
の
が
、
22
年
12
月
16
日
に
閣
議
決
定
し
た
安
保

三
文
書
で
す
。
安
保
三
文
書
の
う
ち
「
防
衛
力
整
備
計
画
」
で
は
、

23
年
度
か
ら
27
年
度
ま
で
の
５
年
間
で
43
兆
円
、
後
年
度
負

担
を
含
め
る
と
計
60
兆
円
費
や
し
て
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
の
運
用

能
力
獲
得
と
十
分
な
数
量
を
確
保
す
る
、
関
連
し
て
「
統
合
防
空

ミ
サ
イ
ル
防
衛
能
力
」
を
強
化
す
る
と
し
て
い
ま
す
。 

国
会
で
の
議
論
や
国
民
へ
の
説
明
も
な
く
、
限
ら
れ
た
有
識

者
の
検
討
や
与
党
協
議
に
よ
る
閣
議
決
定
だ
け
で
「
専
守
防
衛
」

を
転
換
し
た
こ
と
は
、
主
権
者
・
国
民
を
無
視
し
、
そ
の
代
表
機

関
で
あ
る
国
会
の
機
能
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
２
％
を
防
衛
費
に
充
て
れ
ば
、
日
本
は
、
米
国
、

中
国
に
次
ぐ
世
界
第
３
位
の
軍
事
大
国
に
な
り
ま
す
。
安
保
三
文

書
で
事
実
上
、
敵
国
と
さ
れ
た
中
国
、
ロ
シ
ア
、
北
朝
鮮
か
ら
見

れ
ば
、
日
本
が
大
き
な
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。 

日
本
が
敵
基
地
攻
撃
を
行
な
え
ば
、
必
ず
報
復
攻
撃
を
招
き

ま
す
。
安
保
三
文
書
が
脅
威
と
認
識
し
、
敵
基
地
攻
撃
の
対
象
と

し
て
い
る
国
は
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
北
朝
鮮
で
す
が
、
こ
の
３
ヵ

国
は
事
実
上
の
同
盟
国
で
す
。
日
本
が
敵
基
地
攻
撃
能
力
を
行
使

し
、
周
辺
３
ヵ
国
か
ら
攻
撃
さ
れ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
を
攻

撃
す
る
敵
国
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
肝
に
銘
ず
る
べ
き

で
す
。
他
国
の
紛
争
に
お
い
て
、
「
存
立
危
機
事
態
」
を
認
定
し

沖縄の軍事化に反対「対話による平和を」 

１１・２３県民平和大集会 参加者１万人以上 
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て
他
国
の
武
力
紛
争
に
介
入
す
る
こ
と
は
、
日
本
国
民
の
生
命
・

財
産
を
危
険
に
晒
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
反
撃
能
力
＝
敵
基
地
攻

撃
能
力
は
、
米
国
の
代
理
戦
争
の
手
段
に
な
る
危
険
性
が
極
め
て

高
い
の
で
す
。 

今
回
の
「
安
保
三
文
書
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
国
会
審
議

で
は
、
日
米
合
同
委
員
会
で
合
意
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
幾
つ
も

の
重
要
な
事
柄
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

05
年
10
月
の
在
日
米
軍
再
編
合
意
で
は
、
離
島
防
衛
は
日
本

の
役
割
と
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
地
対
艦
ミ
サ
イ
ル
配
備
の
た
め
に
、

奄
美
大
島
、
宮
古
島
、
石
垣
島
で
自
衛
隊
基
地
の
建
設
計
画
が
進

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

防
衛
力
整
備
計
画
は
、
陸
・
海
・
空
の
三
自
衛
隊
へ
の
長
射

程
ミ
サ
イ
ル
の
配
備
や
、
新
型
ミ
サ
イ
ル
の
研
究
開
発
及
び
増
産

体
制
の
確
立
と
配
備
な
ど
、
「
海
洋
縦
深
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
態
勢
」

の
整
備
を
実
現
す
る
も
の
で
す
。 

 

憲
法
９
条
を
大
切
に
し
よ
う 

ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
と
中
国
の
友
好
関
係
を
嫌
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
日
本
の
安
保
政
策
を
掌
握
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
意

の
ま
ま
に
、
こ
の
間
の
全
て
が
進
ん
で
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
中
間
で
は
、「
４
つ
の
基
本
文
書
」（
日
中
共

同
声
明
（
１
９
７
２
年
）
、
日
中
平
和
友
好
条
約
（
78
年
）
、
平

和
と
発
展
の
た
め
の
友
好
協
力
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
に
関

す
る
日
中
共
同
宣
言
（
98
年
）
、
「
戦
略
的
互
恵
関
係
」
の
包
括

的
推
進
に
関
す
る
日
中
共
同
声
明
（
08
年
）
で
、
す
べ
て
の
紛

争
を
平
和
的
手
段
に
よ
り
解
決
す
る
と
し
、
互
い
に
武
力
又
は
武

力
に
よ
る
威
嚇
に
訴
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
18
年
に

安
倍
元
首
相
が
訪
中
し
、
31
項
目
の
日
中
合
意
を
実
現
し
ま
し

た
。
こ
れ
を
壊
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
ア
メ
リ
カ
で
す
が
、
ま
だ

壊
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
日
中
合
意
を
実
現
し
て
い
け
ば
、
日
中

は
尖
閣
問
題
を
乗
り
越
え
て
、
日
中
の
戦
争
は
回
避
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。
一
方
、
「
安
保
三
文
書
」
の
よ
う
に
、
周
辺
諸
国
を

標
的
に
し
て
敵
基
地
攻
撃
ミ
サ
イ
ル
を
配
備
す
れ
ば
、
戦
争
を
招

き
、
日
本
全
土
が
戦
場
に
な
り
、
立
ち
上
が
れ
な
く
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。 

近
隣
諸
国
と
の
友
好
関
係
を
大
切
に
し
て
、
「
二
度
と
戦
争
の

惨
禍
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
戦
後
日
本
国
民
の
決
意

を
実
現
す
る
た
め
に
「
憲
法
９
条
を
大
切
に
し
よ
う
」
と
全
国
民

に
訴
え
て
、
日
本
を
変
え
て
行
き
ま
し
ょ
う
。 

（
い
は 

よ
う
い
ち
） 

 ＊
立
憲
フ
ォ
ー
ラ
ム
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
『
戦
場
に
さ
せ
な
い
』
伊
波

洋
一
著
よ
り 
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部
） 


